
 

１．事業の目的 

市内中小企業者等が、更なる成長・発展を図るため、自社製品の付加価値向上と販路の開拓や拡大を目指し、展示

会等に出品するための商品開発にかかる経費を支援します 
 
２．補助対象事業の内容及び補助率 

  

補助内容 補助率 補助上限 受付期間 

展示会等に出品する商品開発経費を支援 10/10以内 20万円以内 
令和 8年 7月 21日（火）～ 

令和 8 年 11 月 30 日（月）まで 

※ 消費税及び地方消費税相当額を除き、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします 

※ 1事業者1申請とし、予算の範囲内での補助となります 
 

３．補助対象者 

 ・市内に事業所を有する中小企業基本法（昭和38年法律第 154号）第2条に規定する中小企業者及び市内に住所 

を有する個人事業主で以下全てに該当するもの          

  ①本市内で事業を営んでいるもの 

  ②市税に滞納がないもの 

  ③五泉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と 

密接な関係を有しないもの 

  ④農林漁業事業者でないもの 
 
４．補助対象の要件 

 ・新たな販路開拓や拡大に向けた展示会等に出品する商品開発に係る経費を対象とし、申請年度内に完了するもの 

・補助対象期間は交付決定日以降から展示会等に出品するまで（展示会等にかかる経費が完遂するまで） 
 
５．補助対象経費 

・対象経費は補助対象期間中に支出した以下の経費とし、他の補助事業を活用したものについては対象外とします 

対象経費 内      容 

報償費 コンサルや専門的知識を有する者に指導、相談等を受けた謝礼として支払われる経費 

費用弁償費 交通費や宿泊費、技術指導など商品開発にかかる経費 

委託費 試験、分析、デザイン、設計等委託するために必要な経費 

原材料費 商品開発に必要な原材料及び副資材の購入費 

消耗品費 商品開発に使用する消耗品購入費 

設備借上料 
商品開発のために使用する機械装置等のリース料又はレンタル料として支払われる経費 

※ただし借用期間が補助対象期間を超える場合は、補助対象期間内分 

出展手数料 展示会等の出品等にかかる経費 

通信運搬費 商品開発にかかる通信運搬費 

 

６．その他 

・申請時に提出するもの 

申請書、見積書等の写し、展示会等の資料、事業計画書  

・事業完了時に提出するもの 

   実績報告書（申請年度内に提出）、対象経費の領収書等の写し 

   展示会等に出品したことが確認できる書類及び写真 

  ・原則交付決定日以降に発注したものを対象とします 

  ・展示会等とは、商談会、展示会、見本市又は博覧会であって、 

   補助対象者が主催するものを除く 
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問い合わせ先 

五泉市太田 1094番地1 

五泉市役所 商工観光課 商工係 

電話 0250-43-3911  

F A X 0250-41-0006 

 


